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社会福祉法人上越市社会福祉協議会
　地域福祉課　参事

7 片桐　公彦
社会福祉法人みんなでいきる
　障害福祉事業部　部長

8 西山　俊彦
特定非営利活動法人　大杉の里
　相談支援事業所 サポートおおすぎ　管理者

9 医療・保健 池亀　智美
医療法人高田西城会　高田西城病院
　地域医療福祉部　精神保健福祉士

10 宮下　敬一 上越市家族会　副会長

11 森本　紀之 上越地区手をつなぐ育成会　理事

12 阿部　清治 上越警察署　警務課長

13 田中　勝
上越公共職業安定所　専門援助部門
　統括職業指導官

14 山田　洋子
上越地域振興局健康福祉環境部
　地域保健課長
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　障害者部会　部長
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（委員区分・五十音順、敬称略）

法曹等

障害者・
障害者団体

福祉



 

 

 

上越市障害者差別解消支援地域協議会の概要 

 

 

１ 設置目的 

   障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第 17条の規定に基づき

「障害者差別解消支援地域協議会」を設置し、地域における障害者差別に関

する相談事例等に係る情報の共有・協議を行うとともに、関係機関と連携を

図りながら、障害者差別解消に向けた取組を推進する。 

２ 主な協議事項 

   ・関係機関等が対応した相談事例の共有に関すること 

   ・障害者差別に関する相談体制の整備に関すること 

   ・障害者差別の解消に資する取組に関すること 

   ・障害を理由とする差別に関する紛争の防止や解決を図る事案の共有に

関すること 

   ・障害者差別の解消に資する取組の周知・発信や障害特性の理解のための

研修・啓発に関すること 

３ 委員構成  

   弁護士、学識経験者、障害者団体、福祉関係団体、人権関係団体、行政機

関の代表など市長が委嘱し、又は任命する 20人以内の委員をもって構成す

る。 

４ 委員任期 

   委員任期 2年（令和 3年 8月 10日～令和 5年 3月 31日）＊再任可 

５ 協議会開催計画 

   年 2回程度 

 

 

＜参考資料＞ 

 参考１ 上越市障害者差別解消支援地域協議会設置要綱 

 参考２ 障害者差別解消法 

 参考３ 障害者差別解消法改正法概要 

 参考４ 上越市「障害を理由とする差別に関する相談フローチャート」 

資料１ 



上越市障害者差別解消支援地域協議会設置要綱 

（設置） 

第１条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号。以下

「法」という。）第１７条第１項の規定に基づき、障害を理由とする差別に関する相談及

び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的か

つ円滑に行うため、上越市障害者差別解消支援地域協議会（以下「協議会」という。）を

置く。 

（協議事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行うものとする。 

⑴ 構成機関等（法第１８条第２項に規定する構成機関等をいう。）が対応した相談事例

の共有に関すること。 

⑵ 障害を理由とする差別に関する相談体制の整備に関すること。 

⑶ 障害を理由とする差別の解消に資する取組の共有及び分析に関すること。 

⑷ 障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図る事案の共有に関すること。 

⑸ 障害を理由とする差別の解消に資する取組の周知及び発信並びに障害特性の理解のた

めの研修及び啓発に関すること。 

⑹ その他市長が必要と認めること。 

（組織） 

第３条 協議会は、次に掲げる人のうちから市長が委嘱する２０人以内の委員をもって組織

する。 

⑴ 障害者又は障害者団体に加入している人 

⑵ 福祉関係者 

⑶ 医療・保健関係者 

⑷ 法曹関係者 

⑸ 教育関係者 

⑹ 国又は県の職員 

⑺ その他市長が必要と認める人 

２ 委員の任期は、委嘱の日から同日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げな

い。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 



３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

（会議） 

第５条 協議会の会議は、会長が議長となる。 

２ 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

（守秘義務） 

第６条 協議会の委員は、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その

職を退いた後も同様とする。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、協議会が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から実施する。 























障害者差別解消法では、行政機関等と事業者は、事務・事業を行うに当たり、障害者から
何らかの配慮を求められた場合には、過重な負担がない範囲で、社会的障壁を取り除くため
に必要かつ合理的な配慮（合理的配慮）を行うことを求めている。

（※障害者差別解消法（改正法施行前）では、

行政機関等は義務、事業者は努力義務

とされている。）

障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去
の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務付けるとともに、行政機関相互間の
連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する措置を
講ずる。

１．国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策の効率

的かつ効果的な実施が促進されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りな
がら協力しなければならないものとする。

２． 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化
事業者による社会的障壁（障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁

となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの）の除去の実施に係る
必要かつ合理的な配慮の提供について、現行の努力義務から義務へと改める。

３． 障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化
（１） 基本方針に定める事項として、障害を理由とする差別を解消するための支援措置の実
施に関する基本的な事項を追加する。

（２） 国及び地方公共団体が障害を理由とする差別に関する相談に対応する人材を育成し
又はこれを確保する責務を明確化する。

（３） 地方公共団体は、障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報（事

例等）の収集、整理及び提供に努めるものとする。

※ 施行期日
公布の日（令和３年６月４日）から起算して３年を超えない範囲内において政令で定める日

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の概要
（令和3年法律第56号）

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号。以下「障害者差

別解消法」という。）附則第７条においては、施行（平成28年４月）後３年を経過した場合に事業
者による合理的配慮の在り方その他の施行状況について所要の見直しを行う旨規定されてい
る。このため、障害者政策委員会において議論が行われ、令和２年６月に意見書が取りまとめ
られている。この意見書等を踏まえ、以下の措置を講ずる。

経緯

概要

段差がある場合に、
スロープなどで補助する

意思を伝え合うために絵や写真の
カードやタブレット端末などを使う

注：「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」
（平成27年２月24日閣議決定）に基づき作成

参考



 

（１） 相談内容等の集約・整理 

（２） 相談内容に関する協議・助言 

（３） 障害者差別解消支援地域協議会への相談事例の情報提供と協議事案の提案、協議会の協議

結果に基づく対応 

 

上越市「障害を理由とする差別に関する相談フローチャート」 

 

 

市の相談窓口 

福祉課、各区総合事務所 

① 不当な差別的取り扱いを受けた 

障害を理由として、商品やサービスの提供を拒否したり、制限したりすること。 

例）車椅子を利用していることを理由に、レストランへの入店を断られた。 

例）障害があることを伝えると、それを理由にアパートなどの部屋を貸さなかった。 

②合理的配慮が提供されなかった 

 障害のある人が何らかの配慮を求めても、社会的障壁を取除くために合理的な配慮を行わないこと。 

   例）駅の構内で視覚障害のある人から質問されたが、駅員はわかるように説明をしなかった。 

   例）会議に招いた障害者に配慮を求められたが、何も対応しなかった。 

 

(1)関係機関等が対応した相談事例の共有に関すること           

 (2)障害者差別に関する相談体制の整備に関すること 

 (3)障害者差別の解消に資する取組に関すること 

 (4)障害を理由とする差別に関する紛争の防止や解決を図る事案の共有に関すること 

 (5)障害者差別の解消に資する取組の周知・発信や障害特性の理解のための 

研修・啓発に関すること 

 

相談者(当事者・家族・保護者・支援者等) 

障害者差別解消支援地域協議会(事務局：福祉課) 

 
    年２回程度開催 

福 祉 課 

相 談 助 言 

相談事例の 

情報提供等 

助言 

相談支援事業所・福祉事業所・ 
地域包括支援センター等 

相 談 

情報提供・ 

協 議 

助 言 

助言 情報提供・ 

協 議 
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令和 2年度の取組について 

 

（1） 障害福祉事業所等への情報提供の依頼 

・市への情報提供の依頼、情報提供後の対応について、障害福祉事業所、相談支援事

業所及び地域包括支援センターに依頼 

 ※令和 2年 8月、令和 3年 2月の 2回、依頼文書を発出 

・障害福祉計画ニーズ調査の結果を送付し、実態の共有を図った。 

 

（2） 市民への啓発 

 ① 市民啓発イベント 

下記イベントに企画段階から参画し、市共催事業として「障害者とのコミュニケーシ

ョン講座」開催や障害者の芸術作品展示により、障害特性等について市民への周知啓発

を図った。 

イベント名：知る・学ぶ「福祉・介護・健康フェア」in 上越 

   日 時：令和 2年 11月 14日（土） 

会 場：高田城址公園オーレンプラザ 

   テーマ「安心できるくらしを提案  

～明日のためにできること、地域共生社会の実現に向けて～」 

内 容： 

○市共催事業：トークショー 

 横山 だいすけ氏（歌手・俳優） 

○市共催事業：講演「障害者とのコミュニケーション講座」 

 笠原 芳隆氏（上越教育大学大学院教授） 

○市共催事業：認知症サポーター養成講座 

 県立看護大学認知症オレンジサークル 

○市共催事業：障害者の芸術作品展示 

 協力：障害者の文化芸術フェスティバル東海北陸地区実行委員会 

 障害を持つ 2人のアーティストの作品展示 

 

写真：講演「障害者とのコミュニケーション講座」の様子 

資料２ 
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② 障害者週間における啓発 

障害者週間（12 月 3 日～9 日）にあわせ、広報上越や市ホームページなど各種媒体

を活用して、障害者差別解消法の概要や障害のある人が差別と感じる具体的事例を示

すなど、市民等に対して障害者差別解消に向けた啓発を行った。 

 

(3) 学校や職場を対象とした啓発 

障害福祉計画ニーズ調査の結果や障害者差別解消法の概要について、小中学校、ハロ

ーワークに障害者差別解消啓発用資料を配布し、職場等における啓発を依頼した。 

 

（4）市職員向け研修会の開催 

① 新採用職員研修会：令和 2年 4月 3日（水） 

 内容：障害者差別解消法について 

 講師：福祉課職員 

 

② 係長級職員研修会：令和 3年 2月 18日（木） 

 内容：障害者差別解消法（概要と合理的配慮の提供） 

 講師：弁護士 原野 聖子氏 

 

写真：係長級職員研修会の様子 
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令和 3年度の取組状況 

 

１ 現 状 

○「不当な差別的扱い」や「合理的な配慮を行わない」などの事案について、令和

2年度は市への情報提供は 0件であった。 

○昨年度、障害のある人を対象に実施した障害福祉計画ニーズ調査の結果(追加資

料参照)や昨年度の協議会委員からの「相談はあったが、会社(施設)には言わない

でほしいと言われた」などの発言から、情報提供されない事例も多いと推測され

る。 

 

２ 課 題 

① 当事者が声をあげることに抵抗が大きい現状もあることから、「不当な差別的扱

い」や「合理的な配慮」について、当事者が相談しやすい環境を整備するほか、

事業所職員や相談員等が差別事案に気づける知識を身につける必要がある。 

② これまでの相談・情報シートによる情報提供では、本人の同意を得た上で提供い

ただく必要があったため、同意が得られず、報告に至らないケースもある。 

③ 市民に向けては、引き続き、障害者差別解消の推進に向け、障害特性や合理的配

慮の効果的な伝え方を検討していく必要がある。 

 

３ 令和 3年度の取組 

（1）障害福祉事業所及び地域包括支援センターへの啓発…課題① 

事業所の連絡会等の機会を捉えて、「不当な差別的扱い」や「合理的な配慮」

について、具体的な事例等の共有を図り、気づける知識を身につける。 

 

（2）学校や企業を対象とした啓発…課題① 

障害者差別解消法に関する啓発用資料を、小中学校、ハローワークに配布し、

職場における啓発を依頼する。 

   

（3）市職員向け研修会の開催…課題① 

・新採用職員研修会：4月 5日（月） 

内容：上越市手話言語及びコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例 

及び障害者差別解消法について 

講師：福祉課職員 

・係長級職員研修会：令和 3年 12月頃 

内容：障害者差別解消法の概要と合理的配慮の提供について 

講師：未定 

 

 

 

資料３ 
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（4）関係機関への研修…課題① 

・民生委員・児童委員ブロック研修会（7月 全 6回） 

内容：「上越市手話言語及びコミュニケーション手段の利用の促進に関する条 

例」及び障害者差別解消法について 

講師：福祉課職員 

  ・相談支援専門員を対象とした障害者差別に関する研修（1回） 

内容：障害者差別解消法の概要と合理的配慮の提供について 

講師：未定 

 

（5）障害者差別事案の報告方式の変更…課題② 

   県の報告方式を参考に、これまでの相談・情報シートによる情報提供方式か

ら発生件数や簡易な内容を報告する方式に変更する。  

 

（6）市民への啓発…課題①③ 

・市民啓発イベントの実施 

「上越市手話言語及びコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例」

の制定を契機に、11月 3日（水）に開催予定の「知る・学ぶ『福祉・介護・健

康』in上越」※で、障害者本人が体験談を語る場や手話や点字の体験ができる

場などを設けることで、市民がより身近な問題として理解できるよう取り組む。 

※主催：新潟日報社、新潟県社会福祉協議会、上越市社会福祉協議会 

共催：上越市 

・市広報やホームページを活用した啓発 

広報じょうえつや市ホームページにより、障害者差別解消法の趣旨や「不当

な差別的扱い」「合理的な配慮」について、周知・啓発を行う。あわせて、相談

窓口の紹介を行うことで、事案が発生した際に当事者が相談しやすい環境を整

備する。 

※広報じょうえつ 11月号にて掲載予定 

 

４ 協議会の今後の予定 

第 2回協議会（令和 4年 2月） 

・事例等について意見交換 

・令和 3年度の取組について 

   ・令和 4年度に向けた取組の方向性について 

 



障害福祉計画ニーズ調査の概要について

１ 調査の目的

障害福祉計画の作成に当たり、障害者の生活実態や福祉サービスに対するニーズを

把握し、障害のある人が生涯を通じて安心して生活が送れるようにするために、必要

な支援策の検討に活用する。

２ 調査対象者

平成31年4月1日現在の障害者手帳所持者（身体、療育、精神）10,643人の約9.4％

に当たる1,000人を抽出

【抽出方法】

⑴ 障害福祉サービス利用者

① 在宅利用者…540人（54.0％）

障害福祉サービス（通所型サービス）利用者に対して、サービス事業所を通じ

調査を実施

② 障害児通所サービス（児童発達支援、児童・生徒）…260人（26.0％）

障害児通所サービス利用者（障害者手帳未所持者を含む）に対して、サービス

事業所を通じて調査を実施

⑵ 障害福祉サービス未利用者 …200人（20.0％）

サービスを利用していない人を抽出し、郵送により調査を実施

対象者：18歳以上～65歳未満の手帳所持者（身体1～3級、療育、精神1・2級）

３ 調査方法

・調査期間 令和2年4月1日～4月24日（調査基準日：令和2年4月1日）

・調査方法

⑴ 障害福祉サービス利用者

サービス事業所に聞き取り調査を依頼（障害児通所サービスは配布・回収を依頼）

⑵ 障害福祉サービス未利用者

無作為により抽出し調査票を郵送、障害者本人または同居家族が回答

・記名の有無：無記名

４ 調査内容

・調査票は、サービスの利用形態により、一部をその特性に応じた調査項目とした。

５ 回答数及び回答率

全体…699人（69.9％）

⑴ 障害福祉サービス利用者

① 在宅利用者…450人（83.3％）

② 障害児通所サービス（児童発達支援、児童・生徒）…130人（50.0％）

追加資料



障害福祉計画ニーズ調査結果（抜粋）

回答数 ％（回答数/699）

1 ある 265 37.9%

2 ない 394 56.4%

3 無回答 40 5.7%

699

（どこで）

回答数 ％（回答数/265）

1 学校・職場 132 49.8%

2 障害者施設 33 12.5%

3 病院 50 18.9%

4 店舗・飲食店 60 22.6%

5 公共施設 55 20.8%

6 宿泊施設 15 5.7%

7 交通機関（バス・鉄道・タクシー等） 42 15.8%

8 その他 42 15.8%

9 無回答 5 1.9%

434

（どのようなこと）

回答数 ％（回答数/265）

1 店や施設への入店・入場を断られた 16 6.0%

2 交通機関の利用を拒否された 5 1.9%

3
必要なサービスや医療が受けられ
なかった

23 8.7%

4
学校や職場での待遇（教育内容、
仕事内容）が異なる

80 30.2%

5 その他 135 50.9%

6 無回答 33 12.5%

292

その他の主な回答

・じろじろ見られた（見る目が違う）　　・からかわれた　　・笑われた

・悪口・陰口　　・無視された　　・嫌がらせ、いじめ　　・見下した態度

合 計

合 計

問　あなたは障害があることで差別や嫌な思いをしたことがありますか。

合 計

上記で「ある」と答えた方

問　どこで、どのようなことでしたか。（複数回答）


